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新武雄病院の概要 

 

１．現 況 

①法人名 

  一般社団法人 巨樹の会 

 ＊平成２５年４月１日より一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及

び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律第４５条の規定に基づき、社団法人から一

般社団法人の認可を受け、法人名称変更。 

 

②本部の所在地 

  佐賀県武雄市武雄町大字富岡１２６２８番地 

          （平成２５年７月１日に主たる事務所の所在地変更） 

③役員の状況 

（平成２８年４月１日現在） 

役職名 氏名 備考 

代表理事（理事長） 鶴﨑 直邦  

理事 蒲池 眞澄 非常勤 

理事 西田 憲記 新武雄病院 院長 

理事 桑木 晋 新上三川病院 院長補佐 

理事 蒲池 良平 非常勤 

理事 興津 貴則 八千代リハビリテーション病院 

理事 山家 肇 非常勤 

理事 神﨑 邦子 非常勤 

 

 

④設置・運営する病院 

  別表の通り 

 

⑤職員数（平成２８年４月１日現在） 

  ４３９人（正職員３９０人 パートタイム職員等４９人） 

 

 

理事 坂田 之訓 非常勤 

理事 松谷 雅生 非常勤 

理事 辻田 征男 非常勤 

理事 近間 秀明 非常勤 

理事 片田江 民雄 非常勤 

理事 瓜生田 曜造 明生リハビリテーション病院 院長 

理事 林 研二 下関リハビリテーション病院 院長 

理事 前原 正明 蒲田リハビリテーション病院 院長 

理事 樋渡 啓祐 非常勤 

監事 藤野 武彦 非常勤 

監事 竹入 行男 非常勤 

会計監査人 上村 恒雄 非常勤 
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２新武雄病院の基本的な目標等 

 新武雄病院は、地方の自治体病院の厳しい状況の中、民間移譲に

より開設されて以来、武雄市及び地域の中核的急性期病院として２

４時間３６５日、救急医療等の質の高い医療を提供するとともに地

方医療のモデルケースと地域再生への貢献を目標に、地域の中核病

院として患者本位の医療を提供してきた。 

今後も、当院は地域の中核的急性期病院としての使命の確実な実

現を図り、地域住民に信頼される医療を提供するため、国の医療制

度改革や医療をとりまく社会環境の変化に迅速に対応しながら継

続的かつ安定的に医療を提供することが当院の使命である。 

このため、当院は、救急医療をはじめ地域が求める地域に根ざし

た医療の提供に努め、医療水準の向上を図り、あわせて経営の効率

化等に積極的に取り組み、もって地域の健康の維持・増進に寄与す

ることが求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院名 新武雄病院 

主な役割及び機能 ○地域の中核的急性期病院 

○救急告示病院 

○臨床研修病院（基幹型）*H25年度より 

所在地 武雄市武雄町大字富岡１２６２８番地 

設立 平成２２年２月１日 

病床数 １３５床 

診療科 内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・

外科・肛門外科・整形外科・脳神経外科・呼吸

器外科・リウマチ科・泌尿器科・リハビリテー

ション科・放射線科・救急科、麻酔科 

敷地面積 ２７，８６６．８５㎡ 

建築規模 １階 ３，２７０．５０㎡ 

２階 ２，６０４．５７㎡ 

３階 ２，９３４．１１㎡ 

４階   １０８．９４㎡ 

５階 １，４３６．８０㎡ 

６階 １，４３６．８０㎡ 

７階 １，４３６．８０㎡ 

８階 １，４３６．８０㎡ 

９階   ２４０．５０㎡ 

１０階   ６１．６２㎡ 
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１．法人の総括と課題 

 

平成２８年度は中期目標、中期計画の実現にむけて年度計画に

沿った業務を部門ごとに実施した。 

 

提供する医療サービスについて、平成２３年６月に新病院へ移

転以降、これまで以上に地域のニーズの高い救急医療の提供を行

える環境を整え、地域の病院、開業医、施設の協力も得ながら３

６５日２４時間の救急体制の確保とヘリポートを屋上に整備し

たことにより、広範囲での救急受入れ体制を確保した。 

 

人材の確保については、医師をはじめ、看護師等において有能

な職員の採用を行うことが出来、平成２８年４月１日付で３４名

の新入職員を迎えることが出来た。 

また、前年度のマッチング結果により４名の研修医が当院にて

２年間の初期研修を行うことなった。 

 

医療機器の更新・整備については、昨年度と同様に手術に使用

する機器の充実を図るべく、手術器具等の更新をはじめ、経年使

用の機器等で更新が必要な物を中心に行った。 

 

地域医療連携については紹介率は１％程度減尐し、逆紹介率は

３％程度上昇した。 

これまでと同様に地域のクリニックからの受診・入院依頼は積極的に 

受け入れを行った。また、継続的に実施している地域の住民への健康教室

の実施を定期的に行い、健康の維持・増進を図った。 

 

健（検）診業務については、武雄市及び周辺地域の総合検診を受け 

入れ、受診者総数は１４，６９７名で前年比９３．３％であった。 

 

 法人の事業目的並びに法人税法施行規則第６条第４号及び第７号の規

定に基づき、医療費の支払いが困難な方に医療費減免事業を法人全体で行

った。本制度の趣旨と内容は、生計困難な方が経済的な理由によって、必

要な医療を受ける機会が制限されることのないよう、無料または低額な料

金で治療を受けていただくことである。 

 

病床利用率は 97.1％であり、急性期病院として外傷や重症患者の受け入

れが多く、また後方支援病院や介護施設、あるいは紹介元病院も満床とい

うこともあり、例年よりもベッドコントロールに苦慮した。そのため、平

均在院日数は 14.3 日となり近年で最も延長した。入院単価は 64,940 円で

あった。外来患者数、外来単価についてはそれぞれ、61,343 人、9,956 円

であり、診療報酬改定の影響があるものの経常利益は黒字を計上できた。 

 

引き続き、当院の地域での役割を自覚し、急性期医療を担う医療機関とし

て全職員の意思統一を行いながら、２４時間３６５日安全で安心できる医

療の提供に取り組んでいく。 
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課題は昨年度と同様に、病床稼働率が高値の日が多く、ベッド

満床等の物理的要因を背景に１０６件の対応が困難となった。結

果として病院の役割として不満足なものとなった。引き続き、 

２４時間３６５日体制で急患を対応できるベッドコントロール

が望まれる。 

 その中に於いて、平成２８年度末に大町町と大町町立病院の譲

渡契約を締結することができた。今後は回復期病棟を併設し、地

域包括ケアシステムの中で役割を果たすべくため、次年度には上

記した課題も解決することを期待される。 

 

２ 大項目ごとの特記事項 

（１）武雄市民病院事業譲渡契約の履行に関する事項 

地域住民が求める安心・安全な医療、２４時間３６５日受け入 

れ可能な救急医療および中核的病院としての役割を着実に果 

たすべく、地域連携をはじめとした協力体制を構築し、確実に 

患者受入れが可能な病院運営に努める必要がある。 

地域の医療機関との密な連携を図るために、定期的な訪問の実 

施と、紹介患者を主とした症例検討懇話会、協力医療機関との 

医療連携の会にて交流を図っている。 

病床数については、民間移譲前後と変わりはない。 

診療体制については、基幹型臨床研修病院として４名の研修医 

の採用を行うことができた。 

 

保健医療行政への協力については、昨年度に引き続き、インフルエンザワ 

クチンや子宮頸がん予防ワクチンの接種機関として、また新型インフルエ 

ンザ等対策特別措置法に基づいた指定公共機関に指定を受け、行政からの 

協力依頼等において、全面的な協力を行ってきた。 

 

また、地域医療への貢献の一環として、健康教室の継続的な開催をし、 

住民の健康の維持・増進を図った。 

病院の運営に関する意見、地域住民の意見の聴取等については、９月及 

び３月に年２回の地域評議員会を定期開催して、地域住民の代表者との

「顔の見える連携」や「診療の質的向上」に向けた意見交換を行った。 

 

病院の継続運営については、地域の中核的急性期病院としての役割を果 

たすべく、地域におけるニーズの把握を行い、地域に信頼され必要とさ 

れる病院づくり、地域完結型医療を目指した。 

 

市の医療施策推進における役割の発揮については、医療協力体制の協定 

に基づき体制を構築している。このように市民病院事業譲渡契約の履行に

関する取組については、順調に達成することができた。 

 

（２）医療サービスの質に関する事項 

 業務運営を効率的かつ効果的に行うため、診療機能の充実を図るべく、 
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各部門の体制の強化を昨年同様に継続的に行った。先に述べたよ

うに、臨床研修医の採用に伴う人材を始めとした教育資源の充実

を図ると同時に、職員教育に取り組むことで質の高い医療サービ

スの提供に努めた。 

 

 患者サービスの向上の面では、接遇研修の通年実施、診療待ち

時間軽減の対策、来院者の意見を院内に掲示をすることで、来院

改善へ取り組む企業姿勢と職員への教育および注意喚起を行っ

た。また、“患者様からの声”より院内の限定したエリアに 

Wi-Ｆiを設置し、療養環境の整備に取り組んだ。 

 

前述したが、平成２８年４月より大町町との間で大町町立病院の 

民間譲渡に向けた協議を本格的に開始し、譲渡契約を締結するこ

とができた。それに伴い、当院が抱える課題の解決に向けて再編

を行うこととした。 

１．高稼働状態への対応 

 救急患者に対応できる病床を確保するためにも、病床を準備し 

ておく必要がある。そのためには、平均在院日数を短縮させ、 

より早期かつ強力に施設間での連携体制を構築する。 

  

２．ガン治療や季節性要因による一過性の患者増への対応 

 高度急性期病床（１６床）を除く急性期病床に８床を追加して 

１２７床で対応する。また、市外の医療機関において化学療法 

を受けられている方の移動負担軽減を目的に、外来および短期入院での 

化学療法を提供できる体制を構築する。 

 

３．リハビリテーションの更なる充実 

 従来より強力に急性期リハビリテーションを実施していたが、高稼働状

態を緩和し、急性期病床の空室を確保するまでには至らず、後方支援体制

の構築が望まれた。しかしながら、近隣に回復期病棟ならびに在宅復帰支

援施設が尐ないこと、周辺施設から肺炎患者の入院が増えたことが重な

り、平均在院日数が延長したものと推察する。今後は、回復期リハビリテ

ーション病棟の運用にて、施設内での病床調整が可能となるため、急性期

医療が必要な患者への対応が可能となるほか、回復期リハビリテーション

病棟から地域までの社会復帰に向けた介入が見込め、地域包括ケアシステ

ムに準じた更なる地域貢献に資する医療体制が構築できるものと期待す

る。 
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項目別の状況 

第１ 武雄市民病院事業譲渡契約の履行に関する事項 

１ 救急医療の確保 

（１）救急医療の確保 

 

中期目標 

①救急医療体制の維持・充実 

地域医療に貢献するため夜間・休日の医師確保に努め、365 日 24 時間救急医療体制の維持・充実を図ること。 

②消防との連携強化 

救急搬送の受け入れをスムーズに行えるよう消防との連携を強化すること。 

 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

①救急医療体制の維持・充実 

夜間・休日の医師等
を確保し、24 時間
365 日救急医療体制
の維持・充実を図り
地域の医療機関と連
携していく 

夜間・休日の医師等
を確保し、24 時間
365日救急医療体制
の維持・充実を図り
地域の医療機関と
連携していく 

２４時間３６５日の救急医療を実施できた。また佐
賀県を中心として、長崎県のドクターヘリによる患
者の受入れも行った。 

地域の医療機関との連携においては、紹介患者数
2,342（前年比－84 名）、逆紹介患者数 3,090 名（前
年比+208 名）であった。 

 

４ 

３ 

３ 

４ 

３ 

４ 

②救急担当医により対応に差が
みられ、日中であっても内科の一
般的な救急疾患でも断られるこ
とがある。 

③地域医療機関への積極的な働
きかけが見受けられる。 

⑤この態勢取組みが市民病院移
譲先選考の決め手となった経緯
もあり新武雄病院の金看板とし
て益々磨きをかけて貰いたい。 

②消防との連携強化 

消防との連絡調整を
行い、救急救命士に
対する教育実習等を
実施し、連携を強化
する。また、救急患
者の受け入れを円滑
に行うため空床状況
の把握等、病床管理

消防との連絡調整
を行い、救急救命士
に対する教育実習
等を実施し、連携を
強化する。また、救
急患者の受け入れ
を円滑に行うため
空床状況の把握等、

・教育実習の受け入れ状況  

救急救命士の就業中研修６名を杵藤地区消防本部よ
り受け入れた。 

 

就業中研修：平成 29 年 1 月 10 日～2 月 2 日 

（毎週各 3 日間） 

 

 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 
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の徹底を図る。 

 

病床管理の徹底を
図る。 

・当院は救急告示病院の指定を受けており、救急患
者の受入れ状況は次のとおりであった。 

救急患者状況 

救急受入

れ患者数 

（walk in） 

左記から

の入院数 

救急車 

搬入者数 

H28 年度 6,727 名 1,120 名 1,490 名 

H27 年度 6,462 名 1,218 名 1,576 名 

H26 年度 6,664 名 1,030 名 1,721 名 

H25 年度 6,360 名 1,199 名 1,729 名 

H24 年度 6,381 名 1,305 名 1,776 名 

 

佐賀県ドクターヘリの受入れは９件であり、すべて 

佐賀県からの出動のみであった。 

第１ 武雄市民病院事業譲渡契約の履行に関する事項 

２ 地域医療機関との連携 

（１）地域医療機関との連携 

 

中期目標 
医療資源を効果的に活用し、地域で完結する切れ目のない医療を提供するため、地域の医療機関との連携の強化・機能分担を推進す
ること。 

 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

地域の医療機関との役割分担・連携の推進 

地域の医療機関との
役割分担の明確化と
連携の強化に取り組
むため、地域の医療
機関からの紹介に適
切に対応しつつ、患
者に適した医療機関
への紹介を進め、紹
介率及び逆紹介率の

地域の医療機関と
の役割分担の明確
化と連携の強化に
取り組むため、地域
の医療機関からの
紹介に適切に対応
しつつ、患者に適し
た医療機関への紹
介を進め、紹介率及

・紹介患者数は前年度比 96％、逆紹介患者数は前年
度比 98％であった。紹介率 34.2％・逆紹介率 35.1％
と前年度と比較し逆紹介率が上昇した。要因として
は年々地域の医療機関との相互理解と機能分化が進
み、連携が密になってきた事が挙げられる。引き続
き紹介率・逆紹介率の向上のための働きかけを地域
の医療機関へ行っていく。 

 

・地域連携の充実のため佐賀大学医学部附属病

４ 

３ 

３ 

４ 

４ 

４ 

②地域の中での貴病院の存在感
はそれなりに定着してきている
が、より一層の努力が必要ではな
いか？もう一歩の努力でより良
い環境になりそうな気はしてい
ます。 

③開設当初から比べると、地域医
療機関からの理解が深まってき
ているようです。さらに当該機関
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向上を図る。 び逆紹介率の向上
を図る。 

 

 

院、佐賀県医療センター好生館との地域連携パス
の導入も実施。また、地域の開業医との密な連携
を図るために、定期的な訪問の実施と、紹介患者
を主とした症例検討懇話会を行っている。 
また、佐賀県ドクターヘリの運用に関して、症例
検討会等へ参加し、患者受け入れ等の意見交換を
行っている。 
 

・「顔の見える地域連携」を深める目的で当院の医師
と共にクリニック訪問を定期的に行っており、継続
して当院の機能紹介及び情報を提供し、連携強化を
高めるために、渉外・広報活動を推進していく。 

 

・医療機関の紹介は、患者の希望に応えられるよう
窓口相談や紹介先へ確認を行い対応している。紹介
患者は原則 紹介元へ逆紹介することを基本として
いる。また、院内ホームページや外来一覧ファイル
を作成し、担当医が紹介先を検索し易いよう情報を
提供したり、院内に医療機関マップを作成し、患者
への情報発信を行っている。 

 

紹介率および逆紹介率の実績 

 

区分 紹介率 逆紹介率 紹介患者数 
逆紹介 

患者数 

H28 年度 34.2％ 35.1％ 2,342 人 3,090 人 

H27 年度 35.6％ 33.6％ 2,426 人 2,882 人 

H26 年度 34.2％ 35.1％ 2,319 人 2,903 人 

H25 年度 30.8％ 30.6％ 1,907 人 2,570 人 

H24 年度 29.3％ 29.8％ 1,944 人 2,381 人 

H23 年度 44.7％ 47.3％ 2,183 人 2,207 人 

への訪問実施を行い、症例検討懇
話会を推し進めてください。 

④地域の医療機関との連携を引
き続き密に行ってもらいたい。 

⑤患者の目線が極めて大切であ
り、底辺に思いやり医療を据えて
おくことが望まれる。その意味か
ら患者の評判は良いように聞い
ている。 
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第１ 武雄市民病院事業譲渡契約の履行に関する事項 

３ 診療科目、病床数等 

（１）診療科目、病床数等 

 

中期目標 診療科目、病床数は市民病院時を継承し、地域完結型医療の推進を目指す。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

診療科目、病床数等 

移譲時の診療科目及
び病床数を継承しつ
つ、地域完結型医療
の推進を図る。 

移譲時の診療科目
及び病床数を継承
しつつ、これまで以
上に地域完結型医
療の推進を図る。 

診療科については、前年度と同様の診療科目を維持
することができた。 

病床数については、移譲時の許可病床数１３５床を
引き継いで運営を行った。 

重症患者・救急患者に対応するべく病床運営を行う
が、季節性ならびに重症者が増えた事も重なり、在
院日数は延長するとともに病床利用率が高値とな
り、ベッドコントロールが困難な時期があった。 

２８年度の平均在院日数は１４．３日（+0.6 日）で
あった。 

 

・病床利用率 ９７．１％（平成２８年度） 

９８．４％（平成２７年度） 

９７．２％（平成２６年度）  

９８．７％（平成２５年度） 

９９．０％（平成２４年度） 

９９．０％（平成２３年度） 

４ 

４ 

３ 

４ 

３ 

４ 

②移譲時の診療科目からすれば
依然として内科は弱い。 

 

 

 

 

第１ 武雄市民病院事業譲渡契約の履行に関する事項 

４ 保健医療行政への協力 
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（１）保健医療行政への協力 

 

 

中期目標 
市民の健康増進を図るため、予防医学推進の観点から行政と連携・協力して、人間ドック、がん検診、特定健診等の各種健康診断を
実施と健診室の充実を図ること 

 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

保健医療行政への協力 

市民の健康増進を図
るため、予防医学推
進の観点から行政と
連携・協力して、人
間ドック、特定健診、
がん検診等、各種健
（検）診の実施と健
診室の充実を図り、
健康診断事業の拡大
強化を図る。 

市民の健康増進を
図るため、予防医学
推進の観点から行
政と連携・協力し
て、人間ドック、特
定健診、がん検診
等、各種健（検）診
の実施と健診室の
充実を図り、健康診
断事業の拡大強化
を図る。 

市の総合健（検）診を始めとして積極的に受け入れ
を行ったが、受診者数は昨年度より減尐した。 

また、健診の機能評価を受審し認定書の交付を受け
た。 

 H28 年度 H27 年度 H26 年度 

健診業務総計 14,697 人 15,744 人 12,264 人 

 人間ドック 6,984 人 7,858 人 6,384 人 

 脳ドック 574 人 488 人 453 人 

PET ドック 16 人 17 人 38 人 

 企業健診 2,239 人 2,562 人 2,601 人 

 特定診 188 人 192 人 174 人 

 生活習慣 2,466 人 2,618 人 2,652 人 

 乳がん検診 1,630 人 2,009 人 1,931 人 

 その他 0 人 0 人 0 人 
 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

③私も毎年人間ドック、脳ドック
を受診していますが、特に高齢者
にとっては必要だと思います。行
政機関と密な連携をして事業の
拡大を図ってください。 

 

 

 

 

第１ 武雄市民病院事業譲渡契約の履行に関する事項 

５ 病院の運営に関する意見の聴取等 
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（１）病院の運営に関する意見の聴取等 

 

中期目標 
武雄市民病院移譲先病院評価委員会において、当院の業務運営を多面的な観点により総合的な評価を実施し、病院の継続的な資質向
上及び当院の取り組み状況を市民に分かりやすく示す 

    

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

病院の運営に関する意見の聴取等 

中期目標、中期計画
の達成状況等を踏ま
え、当院の業務運営
等について多面的な
観点により総合的な
評価を実施し、病院
の継続的な資質向上
及び当院の取り組み
状況を市民に分かり
やすく示す 

中期目標、中期計画
の達成状況等を踏
まえ、当院の業務運
営等について多面
的な観点により総
合的な評価を実施
し、病院の継続的な
資質向上及び当院
の取り組み状況を
市民に分かりやす
く示す 

市、医師会、学識経験者により設置される評価委員
会にて、評価を年１回行い市議会への報告及び市民
への公表に向けた取り組みを本事業年度の結果を通
じて、毎年実施としている。 

 

平成２７年事業年度に係る評価 

開 催 日：平成２８年１０月 ５日 

評価結果通知：平成２８年１２月１２日 

 

４ 

４ 

４ 

５ 

４ 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 武雄市民病院事業譲渡契約の履行に関する事項 
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６ 地域住民の意見の聴取 

（１）地域住民の意見の聴取 

 

中期目標 

地域医療の中核的病院を目指すにあたり、いきとどいた医療の提供を行うなど地域住民の健康管理と健康増進に寄与するため、病院
運営に関し広く地域住民の建設的な意見具申等を聴取する会議を設置し、病院運営に反映させ地域医療のより一層の推進を図ること
とする。 

 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

地域住民の意見の聴取 

次の事項に関する
意見を聴取する機
関を院内に設置す
る。 

・地域の医療、福祉
施設と密接な連携
を図り、地域医療を
推進する。 

・病院運営が円滑に
行われ地域住民の
健康増進に寄与す
ること。 

・病院が実施する健
康診断および健康
教室を地域住民に
周知し、健康管理と
健康増進を図るこ
と。 

・病院の実情、実態
を幅広く地域住民
に周知させる等の
広報活動の推進を

次の事項に関する
意見を聴取する機
関を院内に設置す
る。 

・地域の医療、福
祉施設と密接な連
携を図り、地域医
療を推進する。 

・病院運営が円滑
に行われ地域住民
の健康増進に寄与
すること。 

・病院が実施する
健康診断および健
康教室を地域住民
に周知し、健康管
理と健康増進を図
ること。 

・病院の実情、実
態を幅広く地域住
民に周知させる等
の広報活動の推進

患者のニーズに応えるためには、地域住民の意見を広く
且つ、意見具申等を聴取する会議を設置し、病院運営に
反映させ、地域医療のより一層の推進を図ることが肝要
であり、武雄市及び杵藤広域地区の公共的団体及び企業
から推薦または協力団体等から選出した評議員会委員
２０名をもって組織した、「地域評議委員会」を設置し
定期的に開催した。 

 

平成２８年度地域評議員会開催日 

① 平成２８年９月２８日（水） 第 10 回 

・出席地域評議員数：１７名 

・議題：１．事業報告 

    ２．意見交換 

    ３．質疑応答 

② 平成２９年３月１６日（木） 第 11 回 

・出席地域評議員数：１６名 

・議題：１．現状報告（大町町立病院の譲渡など） 

    ２．意見交換 

    ３．質疑応答 

地域住民の健康増進を目的に健康教室を継続した。実
施件数は、地域をほぼ一周した印象であり回数が減尐し
た。介護予防の観点より主にリハビリを中心に 6 回の開

４ 

３ 

４ 

４ 

４ 

４ 

①理事の中に住民代表を入れる
ことを検討して欲しい。 

①従来の関わり方では限界がき
ている。 

③健康教室の開催は、その内容
により参加者が左右されると思
われます。昨今、地域住民が関
心を持っているテーマを取り上
げるとさらに参加者が増えるの
ではとおもいます。 

④健康教室は地域をほぼ一周し
たとはいえ、回数が尐ないので
は。 
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図ること。 を図ること。 催と 328 名の参加を賜り、１回当たりの参加者数は平均
５４．６人であった。今後も医師、薬剤師、管理栄養士
などで幅広く対応する。 

 H28 年度 H27 年度 H26 年度 

実施回数 6 回 9 回 13 回 

参加人数 328 人 352 人 488 人 
 

 

 

第１ 武雄市民病院事業譲渡契約の履行に関する事項 

７ 病院の継続運営 

（１）病院の継続運営 

中期目標 
中核的急性期病院としての使命の確実な実現を図り、地域住民に信頼される医療を速やかに提供するため、国の医療制度改革や医療
をとりまく社会環境の変化に迅速に対応して継続的かつ安定的に医療を提供すること。 

 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

病院の継続運営 

救急医療をはじめ住
民が求める地域に根
ざした高度な医療の
提供に努め、医療水
準の向上を図り、あ
わせて経営の効率化
等に積極的に取り組
み、もって住民の健
康の維持・増進に寄
与する。 

救急医療をはじめ
地域の住民が求め
る医療の提供に努
め、医療水準の向上
を図る。あわせて経
営の効率化等に積
極的に取り組み、も
って住民の健康の
維持・増進に寄与す
る。 

２４時間３６５日地域住民が安心できる医療の提供
に努めるため、各部門の組織体制の強化を図った。 

 ・医師の確保 

 ・7 対１入院基本料の施設基準を維持 

 ・地域の医療機関連携の強化のための体制強化 

 

急性期から在宅復帰へ向けた患者の支援を図るため
にも、また、近隣の医療機関との連携を深めるため
にも部門の強化を図り、連携を深める目的の一つと
して、紹介患者の事例を相互で検討を行う「症例検
討懇話会」を開催した。 

 

○症例検討懇話会 

①平成 28 年 4 月 27 日（水） 

５ 

４ 

４ 

５ 

４ 

４ 

①従来の関わり方では限界がき
ている。 

②医師の確保は十分ではない。 

③症例検討懇話会は罹患者の救
済と地域医療機関との連携を図
る上で必須の事案、さらに継続
を。 

⑤内科診療に課題あり。医師の充
実等に努力されたい。 
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「地域急性期病院の外科医の役割」 

  ～当院のこれまでの取り組み～ 

    新武雄病院外科部長  島内貴弘先生 

 「骨盤臓器脱治療の実際」 

～なすびはこうして治す～ 

    なかおたかこｸﾘﾆｯｸ院長 中尾孝子先生  

 

 ②平成 29 年 2 月 15 日（水） 

 「大腿骨近位部骨折について 」 

 新武雄病院整形外科医長  米田高太郎先生 

 「骨粗鬆症について」 

 口石やすひろ整形外科ｸﾘﾆｯｸ 口石倫太郎先生 
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第２ 医療サービスの質に関する事項 

１ 診療機能の充実 

（１）高度医療の充実 

 

中期目標 

①高度医療の充実 

地域の中核的急性期病院として、その役割に応じた高度医療の充実に努めること。 

② 高度医療機器の計画的な更新・整備 

病院に求められる医療を提供できるよう、必要な高度医療機器を計画的に更新・整備を行うこと。 

 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

①高度医療の充実 

① 高度医療の充実  

地域の中核的急性
期病院として、高度
医療を充実するた
め、医師等の増員と
スキルアップを図
る。また ICU 等高度
医療施設の充実を図
る。 

高度で専門的な医
療を実施するため、
医師、看護師等の増
員を図り、7 対 1 看
護基準を維持して
いく。また高度専門
医療についてのス
キルアップを図る
とともに医療人と
しての接遇向上に
努める 

・医師については麻酔科の医師１名採用し、また基
幹型臨床研修病院として１年目の研修医を４名採
用した。 

・看護師については、診療報酬改定による新７対１
入院基本料の施設基準を維持するための教育等に
重点を置いた。また、県内の看護学校等教育機関
との連携強化及び公募などで人材確保に努めた。 

・平成２８年度における職員のスキルアップのため
の研修は、主に下記のとおりとなった（延数）  

 H28 年度 

医師学会発表 15 名 

医師学会参加 47 名 

臨床病理検討会 139 名 

佐賀県臓器提供セミナー 2 名 

医療安全院内研修会 1,181 名 

感染対策院内研修 1,392 名 

医薬品院内研修会 463 名 

外部講師接遇研修 342 名 

臨床実習指導者研修 2 名 

５ 

５ 

４ 

５ 

４ 

４ 

②ここを５にすると進化は止ま
るので。 

③更に、医師・看護職員のスキル
アップに努力されたい。 
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医療看護必要度評価者指導者研修 20 名 
 

②高度医療機器の計画的な更新・整備 

②中期計画の期間に
おける資金計画を策
定し、計画的な医療
機器の更新・整備を
進める。 

機器の導入および
更新並びに整備を
計画的に実施する。 

医療機能の向上を図るために次の機器の整備を進め
た。 

超音波診断装置、超音波検査装置、 

自動洗浄乾燥機、白黒透過濃度計 

など 

４ 

５ 

４ 

４ 

４ 

 ４  

 

 

 

第２ 医療サービスの質に関する事項 

１ 診療機能の充実 

（２）医療スタッフの確保、専門性及び医療技術の向上 

 

中期目標 

① 医療医スタッフの確保 

ア 医師の人材確保 

当院において提供する医療水準を向上させるため、優秀な医師の確保に努めるとともに、教育研修体制の充実を図り、臨床研修
医及び後期研修医を育成すること。 

イ 看護師及び医療技術職員の人材確保 

関係教育機関等との連携を強化し、優れた看護師及び医療技術職員の確保に努めること。 

② 専門性及び医療技術の向上 

医師、看護師、薬剤師、放射線技師、検査技師等の研修等を充実し、専門性及び医療技術の向上を図ること。 

 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

①医療医スタッフの確保 

ア 医師の人材確保 

医療水準を向上さ
せるため、関係機関
との連携の強化や公
募による採用等を活
用しつつ、優秀な医

（ア）医師の人材確 

医療水準を向上
させるため、関係機
関との連携の強化
や公募による採用
等を活用しつつ、優

ア）関係機関との連携により年度中に、研修医４名
の受入れをした。 

協力型臨床研修指定病院として、県内の医療機関と
協定を結びプログラムの改訂を行った。また基幹型
臨床研修指定病院として、研修体制を充実させるた
め、厚労省指導医研修会に医師を派遣した。 

４ 

４ 

４ 

５ 

４ 

４ 

①専門医の確保に注力を。 

③昨今の社会情勢からしてどの
企業も人材確保が最も重点課題
であります。関係機関との連携を
一層深めて人材確保とその育成
に努めてください。 
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師の確保に努める。 

関連施設と連携し
て臨床研修プログラ
ムの改善・充実を図
り、協力型病院とし
て初期臨床研修医及
び後期研修医の教育
研修の充実に努め
る。 

医師の長時間勤務
の改善など処遇改善
を図り、働きやすい
環境の整備に取り組
む。 

イ  看護師及び医療
技術職員の人材確保 

教育実習等を通し
て関係教育機関等と
の連携を強化し、優
れた看護師及び医療
技術職員の確保に努
める。 

秀な医師の確保に
努めるとともに、協
力型病院として臨
床研修のプログラ
ムの充実等により
教育研修体制の充
実を図り、臨床研修
医及び後期研修医
を育成する。 

また、マッチング
に参加を行う。 

 

 

 

(イ）看護師及び医療
技術職員の人材確
保 

看護水準及び医
療 技 術 水 準 を 維
持・向上させるた
め、関係教育機関等
との連携を強化し、
優れた看護師及び
医療技術職員の確
保に努める。 

 マッチングに参加し、今年度の募集定員５名に対
して４名のマッチング結果となり、２８年度では２
年次３名、１年次４名、計７名の初期研修が行える
人員となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）看護師及び医療技術職員の人材確保のため、
教育機関等とも連携を強化した。 

昨年度同様に、佐賀女子高等学校、隣接の武雄看
護リハビリテーション学校からの実習生を受入し
た。さらに県内外の看護師養成校への訪問を実施し、
人材確保に努めた。 

医療技術職については薬局、放射線科、リハビリ
テーション科、栄養科において実習生を県内外から
受け入れを行った。 

これらの活動より、新卒者を迎えることが出来た。 

＜採用内定実績＞ 

看護師（16 名）、放射線技師（2 名）、臨床検査技
師（3 名）、薬剤師（3 名）、理学療法士（7 名）、作
業療法士（3 名）、事務（6 名）、研修医（4 名） 

 

②専門性及び医療技術の向上 

部門、職種及び職層
に応じて年度毎に研
修計画を策定し、医
療技術職員の専門性
及び医療技術の向上
に努め、また、職務

患者及びその家族
に接する機会の多
い、看護職の専門性
を向上させ、水準の
高い看護を提供す
るため、積極的に研

看護職、医療技術職の専門性の向上及び水準の高い
患者サービスを提供するため、積極的に職員の教育
研修等の支援を行った。 

・支援内容：参加費、交通費、宿泊費用の全額病院
負担、学会発表者には報奨金支給 

≪看護師の主な学会、研修会等参加状況≫ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

③色々なセミナー、研修会に積極
参加させ、職員のスキルアップに
取り組んでいる姿が見受けられ
る。 
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上必要な自主研修に
対し、支援を行う。 

ア  看護職の専門性
を向上させ、水準の
高い看護を提供する
ため、積極的に研修
の支援、学会参加の
促進をする。 

 

イ 薬剤師、放射線技
師、検査技師等につ
いても、各部門で専
門性に応じた研修等
を実施し、認定及び
専門の資格取得を促
進する。 

修、看護研究の支援
を行い、学会参加の
促進をする。また、
薬剤師、放射線技
師、検査技師等の医
療技術職について
も、各部門で専門性
に応じた研修等を
実施し、認定及び専
門の資格取得を促
進する。 

・看護管理者研修および中央研修 

・師長、主任研修 

・医療安全研修、感染対策研修 

・認定看護師セミナー 

・看護助手、ナースアシスタント研修 

・リーダーシップ研修 

・接遇研修、リフレッシュ研修 

・佐賀県看護協会認定看護管理者教育課程 

・佐賀県看護協会訪問看護養成講習会 

・佐賀県看護協会医療安全管理者養成講習会 

・佐賀県認知症ケア講習会 

・佐賀県看護協会新人看護職員「教育担当者研修会」 

・日本臨床看護マネジメント学会 

・企業企画による各種学会研修会 

・感染管理認定看護師教育課程 

・臨地実習指導者研修 など 

 

医療技術部等の主な学会、研修会等参加状況： 

・グループ内管理者研修ならびに新人研修 

・新入職員春季研修 

・第 50 回日本作業療法士学会 

・第 39 回佐賀県救急医学会 

・第 25 回佐賀県理学療法学会 

・第 24 回日本乳がん学会、第 26 回乳がん検診学会 

・接遇、医療安全、感染対策研修会 

・佐賀県栄養士会医療事業部研修会 など 

第２ 医療サービスの質に関する事項 

１ 診療機能の充実 

（３）より安心で信頼のできる質の高い医療の提供 

 

中期目標 

① 医療安全対策の徹底 

地域に信頼される良質な医療を提供するため、院内感染防止対策を確実に実施するとともに、医療事故等に関する情報の収集・分
析に努め、医療安全対策の徹底を図ること。 

② 患者中心の医療の実践 
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患者が自ら受ける医療の内容に納得し、自分に合った治療法を選択できるよう、十分な説明に基づくインフォームド・コンセント
を徹底すること。また、セカンドオピニオン（患者やその家族が、治療法等の判断に当たって、主治医とは別の専門医の意見を聞く
こと。）の体制を強化すること。 

③ 科学的な根拠に基づく医療の推進 

客観的な根拠に基づき、個々の患者に最適な医療を選択し、より質の高い医療を提供するため、科学的な根拠に基づく医療（EBM）
を推進すること。 

 

 

 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

①医療安全対策の徹底 

ア地域に信頼される
良質な医療を提供す
るため、医療安全管
理委員会においてイ
ンシデント・アクシ
デントに関する情報
の収集・分析に努め、
医療安全対策を徹底
する。 

 

 

 

 

イ 患者、家族等の安
全や病院職員の健康
の確保のため、院内
感染委員会におい
て、感染源や感染経
路などに応じた適切
な院内感染予防策を

ア地域に信頼され
る良質な医療を提
供するため、医療安
全管理委員会にお
い て イ ン シ デ ン
ト・アクシデントに
関 す る 情 報 の 収
集・分析に努め、医
療安全対策を徹底
する。 

 

 

 

イ患者、家族等の安
全や病院職員の健
康の確保のため、院
内感染委員会にお
いて、感染源や感染
経路などに応じた
適切な院内感染予

ア職員へインシデント・アクシデントレポートの報
告の結果としては、平成２８年度は３１６件と前年
度よりも８９件減尐した。 

チューブトラブル、誤投薬、転倒転落、指示違い、
以外で５０件の減尐であった。医療安全対策委員会
を月１回（計１２回）開催し、情報収集・分析・改
善・対策検討を行い、医療安全マニュアルの改訂・
改善を適宜行った。 

定期的に院内パトロールを医療安全小委員会が中
心に実施し、都度注意喚起を行った。 

職員対象の医療安全研修会、医療安全研修（KYT) 

、講習会等を始め院内外の研修を行った。 

 

イ院内感染防止対策委員会を毎月１回（計１２回）
の開催し、院内の感染に関する問題を検討・対策
し解決した。 

院内での感染症発生とアウトブレイクの早期発見
のために委員会（委員１８名）による病棟ラウンド
を実施し、病棟での感染予防策や問題点の把握がで
き早期の感染対策へと繋げることができた。また、

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

③職員からのインシデント・アク
シデントに関する報告は人命に
係ること故、些尐なことでも取り
上げなければならない最重要課
題です。報告内容を共有し、事故
を未然に防ぐことに意を注いで
ください。 

③医療器具の取り扱いや、医薬品
の投与についても、人命に係るこ
と故、特に細心の注意を払うべき
です。貴職においてはその点、十
分な努力がなされているようで
す。 



- 21 - 

 

実施するなど院内感
染対策の充実を図
る。 

 

ウ医薬品の安全使用
に関する情報を収集
し、入院患者が安心
して薬を服用するこ
とができるよう、薬
剤師による与薬や服
薬指導を拡充する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ臨床工学技士の増
員により、医療機器
の保守点検を徹底
し、安全確保に努め
る。 

防策を実施するな
ど院内感染対策の
充実を図る。 

 

ウ 医薬品安全管理
者を配置し、医薬品
の安全使用のため
の業務手順書作成
や職員研修を実施
し、定期的確認と記
録作成を行う。また
医薬品の情報収集
を行い、必要な情報
を医薬品を取り扱
う職員に周知する。 

 

 

 

 

 

エ医療機器の情報
収集を行い、安全使
用を目的とした改
善方策を行う。また
医療機器の保守点
検を徹底し、安全確
保に努める。 

委員会にて菌の追跡調査を行うことで、感染拡大防
止にも努めている。 

 

 

ウ医薬品安全管理責任者：薬局長による下記の活動
を行った。 

・医薬品の情報収集と提供 

医薬品情報室を専用室にして、情報の収集、提供
等が集中的、効率的に行えるよう改善した。 

・医薬品の適正な備蓄（安定供給） 

通常の使用薬剤に関しては、前年度と同様約一週
間程度の備蓄に努めた。また、インフルエンザ対
策として抗インフルエンザ薬、インフルエンザワ
クチンの備蓄に対しては、薬品納入業者と協力し
て万全の体制で対応した。 

・医薬品の使用品目の適正化 

定期的に薬事委員会を開催し、医薬品の情報提供
及び医薬品の改廃を実施し、ジェネリック医薬品
の導入も図ることで、患者負担軽減に努めた。 

 

エ医療機器安全管理業務については、臨床工学技士
を中心として、医療機器の保守点検に専用のソフ
トを導入し、管理を徹底し、医療機器の安全確保
に努めた。 

・医療機器安全管理業務の実施状況については以下
のとおりである。 

1）職員に対する医療機器の安全使用のための研修
を実施した。（主に人工呼吸器、輸液ポンプ、シリ
ンジポンプの安全な取扱いについて） 

2）医療機器の保守点検を適切に実施するため、「各
種医療機器管理台帳｣を作成し、包括的な機器管理
業務を行なった。 

①各機種別に管理上のマニュアルを示し、点検・修
理の履歴などを把握、定期点検などの医療機器保守
点検計画を作成、実施した。 
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②特定保守管理医療機器の保守点検業務について
は、主に臨床工学技士が適切な機器の保守管理を実
施した。 

③保守点検を実施した内容は、医療機器管理台帳に
記録、及び保存し以後の医療機器の適正な保守管理
に役立てた。 

3）医療機器の安全使用のために必要となる情報の
収集、その他の医療機器の安全使用を目的とした改
善のための方策を実施した。 

①日本臨床工学技士会、医薬品医療機器総合機構、
ME 機器安全支援機構等より、医療機器関連情報を
収集した。 

②添付文書、取扱説明書の管理、不具合情報や機器
安全対策通知の把握、管理を行なった。 

③収集した情報の適切な提供体制を常に確保した。 

④得られた情報を医療機器の部署責任者に報告し
た。 

⑤必要に応じて、医療機器のﾒｰｶｰに対して情報提供
を求めるとともに、入手した保守点検に関する情報
を基に研修等を通じて安全な使用を確保した。 

②患者中心の医療の実践 

ア  イ ン フ ォ ーム
ド・コンセントの徹
底 

医療の中心は患者で
あるという基本認識
のもと、患者と家族
の信頼と納得に基づ
いた診療を行うた
め、検査及び治療の
選択について患者の
意思を尊重したイン
フォームド・コンセ
ントを一層徹底す
る。 

ア  インフォーム
ド・コンセントの徹
底 

医療の中心は患者
であるという基本
認識のもと、患者と
家族の信頼と納得
に基づいた診療を
行うため、検査及び
治療の選択につい
て患者の意思を尊
重したインフォー
ムド・コンセントを
一層徹底する。 

ア患者と家族から、信頼され納得に基づいた医療を
行うために、各診療科で統一した説明書と同意書を
作成した。患者・家族が理解しやすいように電子カ
ルテシステムを活用し画像等を用いて丁寧に説明す
るように努めている。また、手術、処置などで、治
療成績だけでなく、起こりうる可能性のある合併症
の説明も行い、治療法や処置における患者の自己決
定権を尊重し、インフォームド・コンセントを徹底
した。 

 

 

 

 

 

３ 

３ 

３ 

４ 

３ 

 ３ 

①開設時から評価３が続いてい
る。 

病院ボランティアの育成・導入他
患者相談室の開設等新規業務が
必要では？ 

③私の体験から、患部の電子カル
テによる画像説明は非常に解り
易く、安心して治療を受けること
ができました。 
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イ  セカンドオピニ
オン体制の強化 

他院の患者・家族が
当院の専門医にセカ
ンドオピニオン(病状
や治療法について、
自分の主治医以外の
医師の意見を聴くこ
と。）を求めた場合に
適切に対応できるよ
うセカンドオピニオ
ン相談体制の強化に
努める。 

 

イ セカンドオピニ
オン体制の強化 

患者等が治療法等
を判断する際に、主
治医以外の専門医
の意見及びアドバ
イスを求めた場合
に適切に対応でき
るようセカンドオ
ピニオンの充実に
努める。 

 

イ医師、看護師らにより患者への声掛けを行うなど
して、主治医以外の専門医の意見等を求める場合に
適切に対応できるよう必要に応じて患者へセカンド
オピニオンについて説明したり、他医からの紹介に
て受診時に意見を求められることはあったが、実績
はあがっていない。 

③科学的な根拠に基づく医療の推進 

客観的な根拠に基づ
き、個々の患者に最
適な医療を選択し、
より質の高い医療を
提供するため、科学
的な根拠に基づく医
療（EBM）を推進す
る。 

客観的な根拠に基
づき、個々の患者に
最適な医療を選択
し、より質の高い医
療を提供するため、
科学的な根拠に基
づく医療（EBM）
を推進する。 

 

医療に携わる者は、日進月歩の現代医学に基づく
医学的知識と技術を習得する義務があり、診療に際
しては各医学会等が推奨する、診療ガイドラインな
どを用いて根拠に基づく医療を実践し、また最新の
知識を習得するために学術集会への参加、発表に努
めている。 

また、より質の高い医療を提供するために、医師
だけでなく、看護師、コメディカルも資格認定を取
得するよう努めている。また、病院としてより質の
高い医療の提供に努めるべく、平成２６年２月に受
審した病院機能評価に准じた、各業務の標準化を本
年度も諮っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

３ 

４ 

４ 

４ 

４ 

①開設時から評価３が続いてい
る。 

病院ボランティアの育成・導入他
患者相談室の開設等新規業務が
必要では？ 

 



- 24 - 

 

第２ 医療サービスの質に関する事項 

１ 診療機能の充実 

（４）法令行動規範の遵守 

 

中期目標 

法令・行動規範の遵守（コンプライアンス） 

地域の中核的急性期医療機関としての使命を適切に果たすため、医療法をはじめとする関係法令を遵守することはもとより、行動
規範と倫理を確立し、適正な病院運営を行うこと。 

個人情報保護及び情報公開に関しては、関係法令に基づき、適切に対応することとし、カルテ（診療録）などの個人情報の保護並び
に患者及びその家族への情報開示を適切に行うこと。 

 

 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

法令行動規範の遵守（コンプライアンス） 

ア地域の中核的急性
期医療機関としての
使命を適切に果たす
ため、医療法をはじ
めとする関係法令を
遵守することはもと
より、内部規程の策
定、倫理委員会によ
るチェック等を通じ
て、役職員の行動規
範と医療倫理を確立
する。 

 

イ  個人情報保護及
び情報公開に関して
は、武雄市個人情報
保護条例及び武雄市

ア地域の中核的急
性期医療機関とし
ての使命を適切に
果たすため、医療法
をはじめとする関
係法令を遵守する
ことはもとより、内
部規程の策定、倫理
委員会によるチェ
ック等を通じて、役
職員の行動規範と
医療倫理を確立す
る。 

イ 個人情報保護及
び情報公開に関し
ては、武雄市個人情
報保護条例及び武

九州厚生局ならびに佐賀県、管轄保健所の立ち入り検
査が実施（平成２８年８月３日、２６日）され、重大
な指摘・指導事項はなく、医療法等関係法令に基づい
て、適正に病院運営が行われていることが確認され
た。 

 

平成２７年１０月より医療事故調査制度が導入され 

医療事故が発生した際の対応について、手順書に準じ
て対応している。 

 

 

 

 

イ 平成２８年度のカルテ開示件数は 38 件であった。
開示理由は次のとおりである。 

平成２８年度請求理由： 

個人の記録として 2 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 
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情報公開条例に基づ
き、市の機関に準じ
て適切に対応するこ
ととし、カルテ（診
療録）などの個人情
報の保護並びに患者
及びその家族への情
報開示を適切に行
う。 

雄市情報公開条例
に基づき、市の機関
に準じて適切に対
応することとし、カ
ルテ（診療録）など
の個人情報の保護
並びに患者及びそ
の家族への情報開
示を適切に行う。 

警察・裁判所・弁護士へ情報提供 31 

保険会社への資料として 3 

厚生労働省（労働基準監督署含む） 0 

その他 2 

合計 38 

 H27 年度開示件数：155 件 

H26 年度開示件数：13 件 

 H25 年度開示件数：15 件 

 

患者及びその家族からカルテ開示請求に対しては、
当院の診療録等開示委員会規程、武雄市市個人情報保
護条例及び武雄市情報公開条例に基づき適切に対応
した。 

第２ 医療サービスの質に関する事項 

１ 診療機能の充実 

（５）研修研究会を通じた地域医療への貢献 

中期目標 
地域医療機関等が参加する学術講演会、カンファレンスなどの研修や研究会を開催するなど、患者にとってケアの連続性を重視し、
質の高い医療の提供ができるような仕組みづくりを行っていき、地域医療に貢献すること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

地域医療機関等が参
加する学術講演会、
カンファレンスなど
の研修や研究会を開
催するなど、患者に
とってケアの連続性
を重視し、質の高い
医療の提供ができる
ような仕組みづくり
を行っていき、地域
医療に貢献するこ
と。 

地域医療機関等が
参加する講演会、カ
ンファレンスなど
の研修や研究会を
開催するなど、患者
にとってケアの連
続性を重視し、質の
高い医療の提供が
できるような仕組
みづくりを行うこ
とで連係を深め、地
域医療に貢献する
こと。 

地域の患者にとってより良い医療の提供には、地域
の医療機関をはじめとした、救急隊などとの連携が
不可欠であり、地域医療機関、その医療従事者等が
参加する症例検討懇話会を実施した。 

 

公的機関からの要請については、地域包括ケア会議
へ社会福祉士を、地域における介護予防推進会議な 

らびに活動実施について理学療法士を参加させて 

いる。 

 

 

５ 

５ 

４ 

５ 

５ 

４ 
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第２ 医療サービスの質に関する事項 

２ 患者サービスの向上 

（１）診療待ち時間の改善等 

 

中期目標 患者サービス向上の観点から、待ち時間及び検査・手術待ちの改善等に取り組むこと。 

 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

（１） 診療待ち時間の改善等 

待ち時間実態調査に
より、待たせている
理由、現在の待ち時
間、順番状況等に対
する患者ニーズを把
握した上で次のよう
に改善を行う。 

①  初診予約制度の
導入、再診予約制度
の見直し等の予約シ
ステムの検討を行
い、診療待ち時間の
短縮を図る 

②検査機器の稼働率
の向上により、検査
待ちの短縮を図る。 

①待ち時間の実態
調査を踏まえ、患者
ニーズを把握した
上で待ち時間の改
善を行う。また、ス
タッフによる声掛
けを率先して行い、
待つことへの意識
を緩和する。 

 

 

 

 

②検査機器の稼働
率の向上により検
査待ちの改善を図
る。 

 

 

 

 

①待ち時間調査実施期間： 

平成 28 年 11 月 14 日～11 月 26 日 

 

昨年度（H28.2.22）実施時と比較したが、７分～
１２分の延長傾向となった。この対策として、 

 １）予約患者の来院時間の見直し 

２）診察時間枠の再調整。 

 ３）待合室における声掛け、順路案内の徹底。 

 ４）電子広告板を活用した情報提供を行う。 

 

 

 

 

②検査室・放射線室における検査機器の稼働率向上 

ＣＴ、ＭＲＩ検査については、診察時に実施できる
ように来院時の効率化を図っていく。 

検査機器・ 

装置名 

28 年度 

件数 

27 年度 

件数 

26 年度 

件数 

25 年度 

件数 

24 年度 

件数 

CT 検査 

装置 
10,124 件 10,752 件 11,168 件 10,621 件 10,230 件 

MRI 検査 

装置 
8,348 件 8,770 件 8,252件 8,587 件 8,100 件 

 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

４ 

③待ち時間は調査実施時期によ
って多尐違ってくるのでは。患者
によっては早く来院する人もあ
り当然待ち時間が長くなります。
私の体験から、清算窓口の方が長
い感じがします。 

⑤他の中核病院と比較して、待ち
時間は長くはないと思うが。 

 

 

 

第２ 医療サービスの質に関する事項 
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２ 患者サービスの向上 

（２）患者・来院者のアメニティの向上 

 

中期目標 
患者や来院者に、より快適な環境を提供するため、施設の改修・補修をきめ細かく実施するとともに、患者のプライバシー確保に

配慮した院内環境の整備に努めること。また、敷地内禁煙を実施し、アメニティの向上を図ること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

（２）患者・来院者のアメニティの向上 

 患者・来院者により
快適な環境を提供す
るため、病室、待合
室、トイレ及び浴室、
などの施設の改修・
補修を実施する。 

また患者への病状説
明や手術後の説明に
当たっては、プライ
バシー確保に配慮し
た部屋の設置等、環
境整備を進める。 

患者・来院者により
快適な環境を提供
する。 

患者への病状説明
や手術後の説明に
当たっては、プライ
バシー確保に配慮
する。 

患者サービスの向上として、インフォメーションス
タッフ（案内係）として、看護師及び事務職員を配
置し、１階受付周りの来院者に目配りや手助け及び
声掛けを行うことで、診察までの案内、来院者への
面会の対応などに対し、よりスムーズに案内が行う
ことが出来た。 

 また、患者への病状説明や手術後の説明時のプラ
イバシー確保については、各病棟、手術室に説明室
の活用と患者及び家族の要望等に可能な限り配慮に
努めた。継続して「退院時アンケートで寄せられる
声」を参考に改善に向けて取組んでいる。 

３ 

３ 

３ 

４ 

４ 

 ４    

③受診受付の案内スタッフの配
置は来院者にとって大いに助か
っていると思います。 

④１階受付周りの案内はスムー
ズに行われているようだ。アンケ
ートの声を大事にして実行して
ください。 
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第２ 医療サービスの質に関する事項 

２ 患者サービスの向上 

（３）患者の利便性向上 

 

中期目標 医療費の支払いなど患者の利便性の向上に取り組むこと。 

 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

（３）患者の利便性向上 

クレジットカードや
デビッドカード、電
子マネー等による医
療費の支払いなど、
経営上のメリット等
を勘案しつつ、患者
の利便性の向上に取
り組む。 

クレジットカード
やデビッドカード、
電子マネー等によ
る医療費の支払い
など、経営上のメリ
ット等を勘案しつ
つ、患者の利便性の
向上の検討に取り
組む。 

診察料、人間ドックの利用料をクレジットカード及
びデビッドカードによる支払いができるようにな
り、利用件数は前年比１１６％であった。 

 

平成２８年度利用実績（件数）１，４８９件 

平成２７年度利用実績（件数）１，２７８件 

 

依然、ATM 設置については要望が多いものの、セ
キュリティーのほか設置要件があり、前年の企業か
らの回答通り、近隣の ATM を利用して頂く様に案
内を行った。 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

③以前から懸案事項である ATM

の院内設置について、どのような
設置条件か解りませんが何とか
クリアして設置してほしいと思
います。 

⑤他の中核病院のように院内コ
ンビニの設置を検討されればＡ
ＴＭの問題は解決すると思う。入
院患者の利便性の向上にも資す
ると思うが。 

 

 

第２ 医療サービスの質に関する事項 

３ 市の医療施策推進における役割の発揮 

（１）災害時における医療協力 

 

中期目標 
災害時には、武雄市地域防災計画に基づき、災害対策本部長の指揮、指示に従い、災害の医療拠点の一つとして、患者を受け入れ

るとともに、必要に応じ医療スタッフを現地に派遣して医療救護活動を実施すること。 

 

中期計画 年度計画 法人の自己評価 委員会の評価 
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評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

（１）災害時における医療協力 

災害時には、災害の
医療拠点の一つとし
て、患者を受け入れ
るとともに、必要に
応じ医療スタッフを
現地に派遣して医療
救護活動を実施す
る。 

また、市が実施する
防災訓練に積極的に
参加し、災害時に迅
速に対応できる体制
を整える。 

災害時には、災害の
医療拠点の一つと
して、患者を受け入
れるとともに、必要
に応じ医療スタッ
フを現地に派遣し
て医療救護活動を
実施する。 

また、市が実施する
防災訓練に積極的
に参加し、災害時に
迅速に対応できる
体制を整える。 

市民病院の機能の引継ぎの一つとして、災害の医療
拠点の一つとなるよう、武雄市と協定を締結し、災
害発生時には組織的な対応が可能なように災害時対
応マニュアルを整備した。 

 

平成 28 年度合同災害訓練については実績は無し。 

継続して参加できるように医師 2 名、看護師 2 名、
その他 1 名の計 5 名を担当者として要請に備える。 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

③行政機関との連携による災害
訓練は、医療機能を持つ施設にと
っては必要案件。是非実施してほ
しい。 

⑤近年の豪雨災害の発生を見る
につけ、行政と連携した訓練は実
施すべきである。 

第２ 医療サービスの質に関する事項 

３ 市の医療施策推進における役割の発揮 

（２）市民への保健医療情報の提供・発信 

 

中期目標 
医療に関する専門分野の知識を活かした市民対象の公開講座（健康教室）の開催や、ホームページ、季刊誌を活用した医療情報の

提供など、保健医療情報の発信及び普及啓発を推進すること。 

 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

（２）市民への保健医療情報の提供・発信 

医療に関する専門分
野の知識を活かした
市民対象の公開講座
（健康教室）の開催
や講師の派遣依頼に
積極的に対応すると

医療に関する専門
分野の知識を活か
した市民対象の公
開講座（健康教室）
の開催や講師の派
遣依頼に積極的に

○健康教室の開催実績、参加状況 

・健康教室については、地域の老人会等を対象に、
主にリハビリテーション科が計６回開催し、延べ
３２８人の参加があった。 

 

 

３ 

３ 

３ 

４ 

３ 

３ 

③引き続き実施してください。 
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ともに、ホームペー
ジや季刊誌を活用し
た医療情報の提供な
ど、保健医療情報の
発信及び普及啓発に
取り組む。 

対応するとともに、
ホームページや季
刊誌を活用した医
療情報の提供など、
保健医療情報の発
信及び普及啓発に
取り組む。 

○医療情報の提供 

・地域向けの広報誌「おおくす」を４回発行し、配
布した。また、ホームページ及び Facebook の更
新の頻度をまし、Facebook については部署ごと
に担当を決めて、細かな情報の発信を行っている。 

また、法人全体のホームページの充実も同時に行
った。 

 

 

 

第３ その他 

１ その他 

（１）経営の効率化 

 

中期目標 

①法人としての運営管理体制の確立 

病院の運営が的確に行えるよう、各部門などの体制を整備するとともに、効率的かつ効果的な運営管理体制を構築すること。 

また、中期目標、中期計画及び年度計画に掲げる組織目標が着実に達成できる体制を整備すること。 

②業務執行体制の見直し 

医療需要の変化や病院経営を取り巻く状況に迅速に対応し、医師等の配置を弾力的に行うことや、常勤以外の雇用形態も含めた多様
な専門職の活用を図ることにより、効果的な医療の提供及び執行体制の効率化に努めること。 

③職員の職務能力の向上 

医療スタッフの職務能力の高度化・専門化を図るため、資格取得も含めた研修体制を整備する。 

④収入の確保と費用の節減 

収入の確保については、診療報酬改定や健康保険法等の改正に的確に対処し、収益を確保するとともに、適正な病床利用率を維持し、
高度医療機器の稼働率の向上を図ること。さらに診療報酬の請求漏れや減点の防止、未収金の未然防止対策と早期回収に努めること。 

また、費用節減については、後発医薬品の採用促進を図るとともに、薬品費、診療材料費その他費用の節減に努めること。 

 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

①法人としての運営管理体制の確立 
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病院の運営が的確に
行えるよう、各部門
などの体制を整備す
るとともに、効率的
かつ効果的な運営管
理体制を構築するこ
と。 

また、中期目標、中
期計画及び年度計画
に掲げる組織目標の
着実な達成に向けて
実施計画を作成し、
毎月の収支報告を踏
まえた経営分析等を
行い、機動的な運営
を行う。 

病院の運営が的確
に行えるよう、各部
門などの体制を整
備するとともに、効
率的かつ効果的な
運営管理体制を構
築すること。 

また、中期目標、中
期計画及び年度計
画に掲げる組織目
標の着実な達成に
向けて実施計画を
作成し、毎月の収支
報告を踏まえた経
営分析等を行い、機
動的な運営を行う。 

今年度は中期目標、中期計画、年度計画の組織目標
を着実に達成できるよう、経営会議等で毎月の収支
及び業務状況及び診療報酬改定の影響等を報告・分
析を行い機動的な運営を行いながら、各部門へ情報
の共有化を目指す為、各部署の役職者等が参加する
運営会議、業務報告会で、運営状況等を報告を行い、
改善策等について PDCA サイクルを用いて部門間
の連携を図りながら行った。また各部門の業務実績
報告を毎月業務報告会で報告を行い、各部門の状況
について医師を始め各部署の役職者を中心に多くの
職員が情報を得られるようにしている。 

医局においては毎朝カンファレンスを開催し、患者
の迅速な情報共有を図っている。また、研修医に対
してもカンファレンス時に主治医または診察医によ
る患者説明を画像などを用いながら説明し、専門医
のコメントを受けながら、患者の主訴、画像診断や
検査データに基づく診断及び治療方針等を説明して
いる。 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

③開設当初から比べると全てに
おいてグレードアップの跡が見
られる。 

②業務執行体制の見直し 

医療需要の変化に迅
速に対応し、医師、
その他職員の配置を
弾力的に行うこと
や、常勤以外の雇用
形態も含めた多様な
専門職の活用を図る
ことにより、効果的
な医療を提供する。
さらなるＩＴ化を進
め、事務の効率的か
つ効果的な執行を目
指す。 

医療需要の変化に
迅速に対応し、医
師、その他職員の配
置を弾力的に行う
ことや、常勤以外の
雇用形態も含めた
多様な専門職の活
用を図ることによ
り、効果的な医療を
提供する。さらなる
ＩＴ化を進め、事務
の効率的かつ効果
的な執行を目指す。 

職員の配置を増強するために常勤以外の雇用も促進
した。また、障害者雇用促進に対しても県障害福祉
課、ハローワーク、佐賀障害者職業センター及び
NPO 法人等と相談しながら弾力的に取り組みを昨
年同様に行った。 

 

IT 化については医局内に専用モニターを設置し、電
子カルテシステムからの病床利用状況、待ち時間等
の状況等をリアルタイムに表示させ情報を把握でき
るようにした。 

 

診断書システムを導入して提供する日数が３日ほど
短縮され、導入の効果が見られた。 

 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

③引き続き取り組んでください。 

③職員の職務能力の向上 

医療スタッフの職務 医療スタッフの職 職員に対して研修の機会を提供し、能力開発を支援 ４ ４ ①有休の消化率は？ 
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能力の高度化・専門
化を図るため、他の
医療機関への研修派
遣や院内外の講師を
招聘した職員研修を
実施する他、資格取
得も含めた教育研修
システムを整備する 

務能力の高度化・専
門化を図るため、他
の医療機関への研
修派遣や院内外の
講師を招聘した職
員研修を実施する
他、資格取得も含め
た教育研修システ
ムを整備する 

することを目指して、教育計画を策定し、全体職員
研修計画、部門別研修計画を実施した。 

主な研修計画は接遇、医療機器の取扱、指導者研修、
感染管理、感染対策、医療安全であった。 

 

また、年２回全部署参加し、院内研究発表会を開催
し、関連施設との協働でも研究発表会を行った。 

また、研修医は佐賀救急医学会にて発表も行った。 

 

 

４ 

５ 

４ 

４ 

④収入の確保と費用の節減 

増収対策 

７対１入院基本料の
継続や回復期リハビ
リテーション病棟を
含めた適正な病床利
用率を維持し、高度
医療機器の適正な稼
働率の向上を図る。 

 

また、ＤＰＣ対象病
院となるよう準備を
進め、導入により収
益確保を目指す。 

（※）ＤＰＣとは、
従来の診療行為ごと
に計算する「出来高
払い」方式とは異な
り、入院患者の病名
や症状をもとに手術
などの診療行為の有
無に応じて、厚生労
働省が定めた 1 日当
たりの診断群分類点
数をもとに医療費を

増収対策 

７対１入院基本料
の継続、ＩＣＵの稼
働を含めた適正な
病床利用率を維持
し、高度医療機器の
適正な稼働率の向
上を図る。 

 

また、ＤＰＣ対象病
院となるよう準備
を進め、導入により
収益確保を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７対１入院基本料と入院時医学管理加算の施設基準
の維持に努めた。病床利用率は依然として高い１０
０％に近い状態が続いており、近隣の医療機関、新
武雄在宅復帰への道の家等と協力していただき、ベ
ッドコントロールを行った。 

 

病床利用率    ９７．１％（平成２８年度） 

９８．４％（平成２７年度） 

９７．２％（平成２６年度） 

９８．７％（平成２５年度） 

９９．０％（平成２４年度） 

           ９９．０％（平成２３年度） 

 

入院患者数  ３，３３６名（平成２８年度） 

 ３，５６７名（平成２７年度） 

３，５７７名（平成２６年度） 

  ３，５９１名（平成２５年度） 

       ３，３２２名（平成２４年度） 

       ３，１５９名（平成２３年度） 

 

外来患者数 ６１，３４３名（平成２８年度） 

６２，１０８名（平成２７年度） 

 ６１，７５７名（平成２６年度） 

６９，６７３名（平成２５年度） 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

 ４ 

③SPD システムの導入は過剰な
在庫や、単価の低減につながり財
務管理上欠かせないシステムと
思います。 
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計算する新しい定額
払いの会計方式をい
う。 

 

 

収入確保 

保険診療会議の活用
により診療報酬の請
求漏れや減点を防止
し、また、未収金の
未然防止対策と早期
回収に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費用節減 

薬品費、診療材料費
の購入単価の低減、
適正な在庫管理によ
り費用節減に努め
る。 

 

 

 

 

 

収入確保 

保険診療会議の活
用により診療報酬
の請求漏れや減点
を防止し、また、未
収金の未然防止対
策と早期回収に努
める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費用節減 

薬品費、診療材料費
の購入単価の低減、
適正な在庫管理に
より費用節減に努
める。 

      ６７，３００名（平成２４年度） 

５２，２３０名（平成２３年度） 

 

 

 

収入確保 

診療報酬の請求漏れや減点防止については、保険診
療会議を毎月開催し、査定減の内容分析とその対応
策を検討し関連部署へフィードバックして対処し
た。 

また、ＤＰＣ病院としても、診療情報管理士がＤＰ
Ｃに係る情報関連のチェック等の強化及び関連職員
への教育等を実施した。 

未収金の未然防止策と早期回収については、未収
金台帳の作成・管理、電話督促、督促状の発送、支
払相談等を行い、回収に努めた。また医事課職員に
より、入院予定患者の保険証、前回未収の有無の確
認や各種公費、高額貸付制度の利用を積極的に働き
かけ、未収の発生防止に努めた。 

また、今年度も当法人としての事業目的にもある、
生活困窮者等に対する診療費減免事業を実施し、無
料または低廉な診療を行い、安心して医療を受けて
頂けるようにした。 

 

費用削減 

取引業者の見直しを図り、材料費の低減を行った。
適正な在庫管理について、診療材料費については、
ＳＰＤシステムを導入し、不動在庫の再整備や過剰
在庫をもたないよう適正な定数を設定した管理を行
うことができた。 

また、薬剤および輸血等の期限をチェックし、必要
に応じて関連の施設と協働で適切な在庫管理に努め
たほか、後発医薬品指数も 80％台を維持した。 

第３ その他 

１ その他 
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（２）当該医療圏での不足医療の把握 

 

中期目標 地域の医療ニーズを捉え、中核的病院としての役割を果たす 

 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

当該医療圏での不足医療の把握 

地域の医療ニーズを
捉え、中核的病院と
しての役割を果た
す。 

地域の医療ニーズ
を捉え、中核的病院
としての役割を果
たす。 

佐賀県が策定した第６次医療計画ならびに地域医療
構想を念頭に、この地域で必要な医療サービスを 

提供できるように、各方面との交流を通じて役割を
明確にし、中核病院としての医療体制を構築してい
く。 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

①県境を越えた医療構想を！ 

 

 

第３ その他 

１ その他 

（３）地域貢献 

 

中期目標 

市民病院の役割を継承しつつ、地域医療の役割を引き継いで、生命の尊厳に対する気持ちを忘れず、一人ひとりの患者さまを大切に
する医療を心がけて、地域に貢献する。 

 

 

 

 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

地域貢献 

市民病院の役割を継 ア）市民病院の役割 ア）救命救急を柱とした地域の方々が安心して安全 ４ ４ ③この制度は生活困窮者にとっ
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承しつつ、地域医療
の役割を引き継い
で、生命の尊厳に対
する気持ちを忘れ
ず、一人ひとりの患
者さまを大切にする
医療を心がけて、地
域に貢献する。 

を継承しつつ、地域
医療の役割を引き
継いで、生命の尊厳
に対する気持ちを
忘れず、一人ひとり
の患者さまを大切
にする医療を心が
けて、地域に貢献す
る。 

イ）法人税法施行規
則並びに当法人の
定款に定める生活
困窮者等に対する
無料または低廉な
診療を行うことで、
安心して医療を受
ける事が出来るよ
うに体制を整備し、
地域に貢献する。 

ウ）その他支援 

な医療を受けられるよう、各部門の体制の強化を行
い、２４時間３６５日対応できるよう努めた。 

また、当院で対応困難な患者は、担当医師若しく
は看護師が救急車に同乗の上、紹介医療機関へ出向
き、患者情報を直接伝え、あるいは地域連携室の担
当者が先方に赴き、直接状況の説明を行った。 

 

 

 

イ）法人税法施行規則に定めるところにより、また
当法人の定款に定めるところにより、生活困窮者等
に対する無料または低廉な診療を行うことで、安心
して医療を受ける事が出来るように無料低額診療事
業（診療費減免制度）を実施した。 

 ・生活保護法第 15 条又は第 16 条に規定する扶助
に係る診療を受けた患者数：１，４３２人 

 ・無料又は診療報酬（入院時食事療養費及び入院
時生活療養費を含む。）を 10％以上減額した患
者数：１２，７４４人 

ウ）平成２８年度より本格的に言語聴覚士を小学校
へ派遣し、ことば等に障がいを抱える子供達へ
の関わりを通し、教育機関への支援体制を構築
した。 

４ 

４ 

４ 

４ 

て有難い措置です。社会福祉法人
が行う老人福祉施設においても
年間二百万程度の軽減措置をし
ているようです。 

⑤旧武雄市民病院の看板を引き
継いで頂いた責任は重い。一層病
院を挙げて精進努力してくださ
い。 

 

 


